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最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令等の施行について（通知） 

 

 

第１９２回国会において成立をみた公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の

一部を改正する法律（平成２８年法律第９４号。以下「改正法」という。）は、平成

２８年１２月２日に公布されたところですが、これに伴い、公職選挙法及び最高裁判

所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（以下「施

行期日政令」という。）及び最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政

令（以下「改正令」という。）が、それぞれ平成２８年政令第３８６号及び第３８７

号をもって、ともに本日公布されました。 

今回の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の改正は、改正法による最高裁判所裁判

官国民審査法の改正に伴い、審査に付される裁判官とならない事由、審査に付される

裁判官に関する通知事項、裁判官が退官等した場合における掲示の方法等について、

所要の規定の整備を行うことを目的として行われ、改正令は、改正法附則第１条第１

号に掲げる規定の施行の日（平成２９年１月１日）から施行することとされました。 

また、今回の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の改正に伴い、最高裁判所裁判官

国民審査法施行規則の一部を改正する省令（以下「改正規則」という。）が平成２８

年総務省令第１００号をもって、本日公布され、最高裁判所裁判官審査公報発行規程

の一部を改正する件（以下「改正告示」という。）が平成２８年中央選挙管理会告示

第３２号をもって、本日告示され、それぞれ改正法附則第１条第１号に掲げる規定の

施行の日（平成２９年１月１日）から施行することとされました。 

貴職におかれましては、今回の施行に係る改正令、改正規則及び改正告示を十分御

理解されるとともに、改正令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令（以

殿 



- 2 - 
 

下「新令」という。）、改正規則による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規

則（以下「新規則」という。）及び改正告示による改正後の最高裁判所裁判官審査公

報発行規程（以下「新告示」という。）の運用に遺漏のないよう、下記事項に御留意

の上、貴都道府県内の市町村長及び市町村の選挙管理委員会に対しても、格別の御配

慮をお願いします。 

 

 

記 

 

第１ 最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正に伴う事項 

  １ 審査予定裁判官に関する通知事項 

   最高裁判所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号。以下「法」という。）

第４条の２第１項及び第２項（これらの規定を同条第５項において準用する場合

を含む。）に規定する政令で定める事項は、審査予定裁判官の住所、生年月日及

び最高裁判所裁判官（以下「裁判官」という。）に任命された年月日（以下「任

命年月日」という。）並びに新規則第１条に規定する事項とされたこと。（新令

第１条関係） 

  ２ 審査予定裁判官が審査に付される裁判官とならない事由 

 法第５条第３項又は第５項に規定する政令で定める事由は、審査に付されたこ

とがある通知裁判官又は新通知裁判官（直近に付された審査の期日以後引き続き

裁判官である者に限る。）が、審査の告示の時において、直近に付された審査の

期日から１０年を経過していないこととされたこと。（新令第２条関係） 

  ３ 審査に付される裁判官に関する通知事項 

法第５条の２第１項に規定する政令で定める事項は、次の（１）から（４）ま

でに掲げる事項とされたこと。（新令第３条関係） 

（１） 審査に付される裁判官の住所、生年月日及び任命年月日 

（２） 法第４条の２第４項（同条第５項において準用する場合を含む。）に規定

する場合（法第１４条の２第４項に規定する場合に限る。）には、法第１４条

の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の

中に氏名に変更が生じた者がある旨 

（３） 法第５条第３項に規定する場合（同条第４項に規定する場合を除く。）又

は同条第５項に規定する場合には、法第１４条の規定により投票用紙に審査に

付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に審査に付される裁判官とな
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らなかった者がある旨 

（４） 新規則第２条に規定する事項 

  ４ 裁判官が退官等した場合における掲示の方法 

法第１４条の２第３項（同条第４項において準用する場合を含む。以下同じ。）

の規定による掲示の方法については、次のとおりとされたこと。 

（１） 市町村の選挙管理委員会は、新令第３条第２号又は第３号に規定する場合

には、法第１４条の２第３項の規定による掲示を、審査の告示の日の翌日（法

第１６条の２第１項ただし書に規定する場合には、審査の期日前７日）から審

査の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者（公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第１２５条の４に規定する者に限る。（２）

において同じ。）の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な

箇所にするとともに、審査の当日、投票所（共通投票所を含む。（２）におい

て同じ。）内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にし

なければならないものとされたこと。（新令第５条第１項関係） 

（２） 市町村の選挙管理委員会は、法第５条の３第１項又は第３項に規定する場

合には、法第１４条の２第３項の規定による掲示を、法第５条の３第２項又は

第３項において準用する法第５条の２第３項の規定による通知を受けた後直ち

に、審査の期日の前日までの間（審査の告示の日に当該通知を受けた場合には

同日の翌日から審査の期日の前日までの間とし、法第１６条の２第１項ただし

書に規定する場合において審査の告示の日から審査の期日前８日までの間に当

該通知を受けたときは審査の期日前７日から審査の期日の前日までの間とす

る。）、期日前投票所及び不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所内

の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所内の投票

の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならないも

のとされたこと。（新令第５条第２項関係） 

  （３） （１）及び（２）に定めるもののほか、法第１４条の２第３項の規定によ

る掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定めるものとされた

こと。（新令第５条第３項関係） 

  ５ 不在者投票の期間に関する事項 

 法第１６条の２第１項ただし書に規定する場合における市町村の選挙管理委員

会の委員長に対して行う（１）に掲げる行為は審査の期日前７日から審査の期日

の前日までの間に行うことができるものとし、市町村の選挙管理委員会の委員長

が行う（２）に掲げる行為は審査の告示の日の翌日（同項ただし書に規定する場
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合には、審査の期日前７日）以後直ちに行うものとされたこと。（新令第１３条

関係） 

（１） 公職選挙法施行令第５０条第２項若しくは第５１条第１項又は同条第２項

において準用する同令第５０条第４項の規定の例による投票用紙及び投票用封

筒の交付の請求 

（２） 審査の告示の日（法第１６条の２第１項ただし書に規定する場合には、審

査の期日前８日）までに公職選挙法施行令第５０条第１項若しくは第４項、第

５９条の４第１項又は第５９条の５の４第５項の規定の例による投票用紙及び

投票用封筒の交付の請求を受けた場合における同令第５３条第１項第１号若し

くは第３号、第５９条の４第４項又は第５９条の５の４第７項の規定の例によ

る投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送 

  ６ 裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い 

   市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第５条の３第

３項において準用する法第５条の２第３項の規定による通知を受けた場合には、

直ちに、裁判官の氏名等の掲示（法第５２条に規定する掲示をいう。）に掲載し

ている当該通知に係る審査に付される裁判官の氏名を変更しなければならないも

のとされたこと。（新令第２０条第２項関係） 

  ７ 点字投票の投票用紙について、所要の改正が行われたこと。（新令別記様式関

係） 

 ８ 審査の開票録及び審査分会録の様式について、所要の改正が行われたこと（新

規則別記関係） 

  ９ その他所要の規定の整備がされたこと。 

 

第２ 施行期日等に関する事項 

  １ 改正令、改正規則及び改正告示については、平成２９年１月１日から施行する

ものとされたこと。（改正法附則第１条第１号、施行期日政令及び改正令附則第

１項等関係） 

  ２ 新令、新規則及び新告示（以下「新令等」という。）の規定は、新令等の施行

の日以後その期日を告示される審査について適用し、新令等の施行の日の前日ま

でにその期日を告示された審査については、なお従前の例によるものとされたこ

と。（改正令附則第２項等関係） 


